
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

訓

令

○
福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二

○
福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二

告

示

○
公
印
を
新
調
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

三

規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
七
十
七
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の

二
の
二
」
に
改
め
る
。

「
福
島
県
只
見
線
管
理
事
務
所

「
福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー

別
表
第
一
中

を

に
改
め
、
「
福

福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
」

福
島
県
只
見
線
管
理
事
務
所
」

「
福
島
県
立
梁
川
高
等
学
校

島
県
立
総
合
衛
生
学
院
」
を
削
り
、

を
「
福
島
県
立
伊
達
高
等
学
校
」

福
島
県
立
保
原
高
等
学
校
」

「
福
島
県
立
二
本
松
工
業
高
等
学
校

「
福
島
県

に
、

を
「
福
島
県
立
二
本
松
実
業
高
等
学
校
」
に
、

福
島
県
立
安
達
東
高
等
学
校

」

福
島
県

立
白
河
実
業
高
等
学
校

「
福
島
県
立
猪
苗
代
高
等
学
校

を
「
福
島
県
立
白
河
実
業
高
等
学
校
」
に
、

立
塙
工
業
高
等
学
校

」

福
島
県
立
耶
麻
農
業
高
等
学

「
福
島
県
立
田
島
高
等
学
校

を
「
福
島
県
立
猪
苗
代
高
等
学
校
」
に
、

を
「
福
島
県
立
南
会

校
」

福
島
県
立
南
会
津
高
等
学
校
」

津
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

「
・
外
国
送
金
に
係

別
表
第
四
（
そ
の
一
）
の
表
十
一
の
項
中
「
・
外
国
送
金
に
係
る
手
数
料
」
を

・
現
金
整
理
手
数

る
手
数
料

に
改
め
る
。

料

」

「
福
島
県
只
見
線
管
理
事
務
所

所
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

「
福

別
表
第
七
中

を

福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー

総
務
課
長

現
金
取
扱
員
及
び
物
品
出
納
員
」

福

島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー

総
務
課
長

現
金
取
扱
員
及
び
物
品
出
納
員

に
改
め
、
福
島
県
立
総
合

島
県
只
見
線
管
理
事
務
所

所
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
」

衛
生
学
院
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
立
梁
川
高
等
学
校
の
項
中
「
福
島
県
立
梁
川
高
等
学
校
」
を
「
福

島
県
立
伊
達
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
保
原
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
立
二

本
松
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
福
島
県
立
二
本
松
工
業
高
等
学
校
」
を
「
福
島
県
立
二
本
松
実
業
高
等

学
校
」
に
改
め
、
同
表
中
福
島
県
立
安
達
東
高
等
学
校
の
項
、
福
島
県
立
塙
工
業
高
等
学
校
の
項
、
福

島
県
立
耶
麻
農
業
高
等
学
校
の
項
及
び
福
島
県
立
田
島
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財

政

課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
九
号

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
三
章

建
設
業
許
可
等
の
電
子
申
請
に
係
る
手
数
料
収
入
（
第
九
十
九
条
・
第
百

「
第
二
十
三
章

建
設
業
許
可
等
の
電
子
申
請
に
係
る
手
数
料
収
入
（
第
九
十
九
条
・
第
百

条
）
」
を

第
二
十
四
章

福
島
県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料
収
入
（
第
百
一
条
―
第
百
四
条
）

条
）

に
改
め
る
。

」
第
一
条
中
「
並
び
に
建
設
業
許
可
等
の
電
子
申
請
に
係
る
手
数
料
収
入
」
を
「
、
建
設
業
許
可
等
の

電
子
申
請
に
係
る
手
数
料
収
入
並
び
に
福
島
県
立
博
物
館
（
以
下
「
県
立
博
物
館
」
と
い
う
。
）
の
共

通
観
覧
料
収
入
」
に
改
め
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
福
島
県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料
収
入
」
と
は
、
福
島
県
立
博
物
館
条
例

（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
別
表
に
規
定
す
る
共
通
観
覧
料
に
係
る
歳
入
を
い
う
。

第
八
十
五
条
中
「
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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第
八
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条

削
除

第
八
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条

削
除

第
二
十
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
十
四
章

福
島
県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料
収
入

（
県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料
収
入
の
調
定
）

第
百
一
条

受
託
者
（
施
行
令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料

の
徴
収
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
県
立
博
物
館
の

共
通
観
覧
料
収
入
に
係
る
歳
入
を
収
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
調
定
簿
（
第
五
号
様
式
の
二
）
に

よ
り
調
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
日
分
を
取
り
ま
と
め
て
調
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
納
入
の
通
知
）

第
百
二
条

県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料
収
入
に
係
る
納
入
の
通
知
は
、
口
頭
又
は
掲
示
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

（
領
収
書
の
発
行
）

第
百
三
条

県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料
収
入
に
係
る
領
収
書
は
、
受
託
者
が
交
付
す
る
福
島
県
立
博

物
館
条
例
第
四
条
及
び
福
島
県
立
博
物
館
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
共
通
観
覧
券
を

も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

（
現
金
の
指
定
金
融
機
関
等
へ
の
払
込
み
）

第
百
四
条

受
託
者
は
、
毎
月
十
日
（
そ
の
日
が
休
日
等
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
）

ま
で
に
、
そ
の
日
の
前
月
末
ま
で
に
収
納
し
た
現
金
を
財
務
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
現
金
等
納

付
書
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
金
融
機
関
等
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
準
用
）

第
百
五
条

第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料
に
係
る
指

定
金
融
機
関
等
の
手
続
及
び
収
入
権
者
の
調
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二

十
七
条
中
「
現
金
又
は
証
券
」
と
あ
る
の
は
「
現
金
」
と
、
第
二
十
七
条
の
二
中
「
勤
労
身
障
者
体

育
館
の
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
県
立
博
物
館
の
共
通
観
覧
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財

政

課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
六
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
福
島
県
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

企
画
調
整
部

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中

の
９

同

17

コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監
印

「
福
島
県
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

企
画

の
９

同

17

企
画
調
整
総
室
企
画
調
整
課
長

コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監
印

を
」

福
島
県
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ

生
活

の

同

17

10

ル
推
進
監
印

調
整
部
企
画
調
整
総
室
企
画
調
整
課
長

に
改
め
る
。

環
境
部
環
境
共
生
総
室
環
境
共
生
課
長

」

第
十
条
中
「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監
」
の
下
に
「
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
推
進
監
」
を
加
え
る
。

「

「

島
ン
想
印

島
ン
想
印

県
ン
ル
印

ョ
構

ョ
構

ラ

福

福

シ
ト
監

シ
ト
監

ボ

監
ト

別
表
第
一
中

県ー

ス

を

県ー

ス

島

に
改
め
る
。

17の９

17の９

17の10

ー

ベー

進

ベー

進

進

ー

島

島

ュ

ノ
コ

ノ
コ

福
イ
・
推

福
イ
・
推

福
カ
ニ
推

」

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
訓
令
第
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
文
例
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
の
表
備
考
一
中
「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監
」
の
下
に
「
、

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
推
進
監
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）
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告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
新
調
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト

生
活
環
境
部
環
境
共
生
総

17の10

ラ
ル
推
進
監
印

室
環
境
共
生
課
長

福
島
県
現
金
出
納
員
印
（
福

福
島
県
立
伊
達
高
等
学
校

島
県
立
伊
達
高
等
学
校
用
）

の
福
島
県
現
金
出
納
員

福
島
県
現
金
出
納
員
印
（
福

福
島
県
立
二
本
松
実
業
高

島
県
立
二
本
松
実
業
高
等
学

等
学
校
の
福
島
県
現
金
出

23

校
用
）

納
員

福
島
県
現
金
出
納
員
印
（
福

福
島
県
立
南
会
津
高
等
学

島
県
立
南
会
津
高
等
学
校
用
）

校
の
福
島
県
現
金
出
納
員

（
文
書
法
務
課
）
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